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第一部 【証券情報】

 

第１ 【募集要項】

以下に記載するもの以外については、有価証券を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」

又は「発行登録追補書類」に記載します。

 

１ 【新規発行株式】

種類 発行数 内容

普通株式 未定
完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式。
単元株式数は1,000株であります。

 

(注) １　当社は、普通株式と異なる種類の株式として、Ａ種種類株式及びＢ種種類株式についての定めを定款に定め

ております。

普通株式の単元株式数は1,000株としていますが、各種類株式には議決権がないため、各種種類株式の単元

株式数は１株としています。また、各種種類株式について、既存の株主への影響を考慮して、議決権を有し

ないこととしています。

２　本募集は、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第９条第１号に定める売付けの申込み又

はその買付けの申込みの勧誘を予定しております。

３　振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

　

２ 【株式募集の方法及び条件】

(1) 【募集の方法】

一般募集

 
(2) 【募集の条件】

未定

 
３ 【株式の引受け】

未定

　

４ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

未定

 
(2) 【手取金の使途】

設備投資資金、投融資資金及び借入金の返済資金に充当する予定です。

 
第２ 【売出要項】

 

該当事項はありません。

 

第３ 【その他の記載事項】

 

該当事項はありません。
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第二部 【参照情報】

 

第１ 【参照書類】

 

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参

照してください。

　

１ 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度第215期(自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)　平成26年６月27日関東財務局長に提出

　

２ 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度第216期第１四半期(自　平成26年４月１日　至　平成26年６月30日)　平成26年８月11日関東財務局長に

提出

　

３ 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度第216期第２四半期(自　平成26年７月１日　至　平成26年９月30日)　平成26年11月12日関東財務局長に

提出

 

４ 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度第216期第３四半期(自　平成26年10月１日　至　平成26年12月31日)　平成27年２月10日関東財務局長に

提出

 

５ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本発行登録書提出日(平成27年５月22日)までに、金融商品取引法第24条の５第４項

及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を平成26年６月30日に

関東財務局長に提出

　

６ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本発行登録書提出日（平成27年５月22日）までに、金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づく臨時報告書を平成27年５月13日に関

東財務局長に提出
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第２ 【参照書類の補完情報】

 

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書（以下「有価証券報告書等」といいます。）に

記載された「対処すべき課題」及び「事業等のリスク」について、有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録書

提出日（平成27年５月22日）までの間において変更及び追加すべき事項が生じております。下記の「対処すべき課

題」及び「事業等のリスク」は有価証券報告書等の「対処すべき課題」及び「事業等のリスク」を一括して記載し

たものであり、当該変更及び追加箇所については     罫で示しております。

なお、有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、下記の「対処すべき課題」及び「事業

等のリスク」に記載されたものを除き、本発行登録書提出日（平成27年５月22日）現在においてもその判断に変更

はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もありません。

　

「対処すべき課題」

今後当社を取り巻く経営環境は、国内では経済・金融政策の効果を背景に緩やかな回復傾向が続くことが期待さ

れるものの、海外においては中国経済の下振れ懸念や欧州の債務問題等のリスクがあり、引き続き予断を許さない

状況が続くものと思われます。

当社グループは、持続的成長への基礎づくりに取り組むべく平成27年度までの中期経営計画「TCT－フォワード」

を推進してまいりましたが、当初掲げた諸施策について前倒しで進捗していることから「事業基盤の更なる強化」

と「成長戦略の着手・実行」に向けて、平成27年度から平成31年度の５ヵ年の新中期経営計画「TCT－Focus 2020」

を策定いたしました。

具体的な取組みとしては、以下の通りです。

①　拡大・本格化するCFCC事業の推進

今後益々の拡大が見込まれる北米での橋梁整備需要の捕捉のためにCFCCの生産拠点を設立いたします。また、

経済成長が持続するインドネシアでは電力需要も増加を続けており、送電網整備が進められていることから、同

国での送電線需要を確実に捕捉してまいります。

②　海外インフラ需要、新規マーケットへの積極的展開

道路安全製品、橋梁用ケーブル、エレベータ用ワイヤロープ等の製品群は、新興国におけるインフラ整備需要

に合致しているため、中央アジア・中東諸国への防災製品販売や、トルコを拠点とした海外橋梁用ケーブルの拡

販、中国、東南アジア、インド等におけるエレベータ用ワイヤロープの拡販といった海外展開を拡大してまいり

ます。

③　スチールコード事業の体質転換

グローバル市場での競争が加速するタイヤコード業界においては、生産品種と品質レベルでの差別化が益々重

要となっており、質の転換を進める必要があります。環境性能が強く求められているタイヤ産業はもとより、高

強度・極細ワイヤを求める各分野に対する高付加価値の製品提供を強化し、商品ポートフォリオの拡充と利益率

向上を図ってまいります。

④　国土強靭化等インフラ需要に対応した国内市場の確実な補捉

鋼索鋼線、開発製品、それぞれの業界における高い信頼、ブランド力を活かし、「安全・防災・環境・エコ」

に関するニーズが強い国内市場において、収益最大化に努めてまいります。

⑤　財務基盤の強化

種類株式の取得及び消却により、普通株式の復配及び安定的な株主還元の実現を図り、普通株式の募集（自己

株式の処分）及び今後も着実に利益を積み上げていくことにより、更なる財務基盤の強化を図ってまいります。

当社グループでは、以上の取組みを通じて、変動の激しい事業環境に対応し、成長し続ける強靭な企業体質を構

築し、株主・お客様・サプライヤー・従業員等様々なステークホルダーの信頼に応えられる企業となるために全力

を尽くす所存であります。
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なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社

法施行規則第118条第３号に掲げる事項)は次のとおりです。

(1) 基本方針の内容

当社は、当社グループの企業価値と株主共同利益の維持・持続的発展を実現し、株主の皆様に還元すべき適正

な利潤を獲得するためには、長年の事業活動によって培った柔軟な技術力と多様な事業構造、ブランド力、川

上・川下の各取引先との強い連携といった当社グループの企業価値・株主共同利益の源泉の維持が不可欠であ

り、このためには株主の皆様をはじめ、お客様、お取引先、従業員や地域社会といった当社グループのステーク

ホルダーとの適切な関係を維持しつつ、社会の基盤整備への貢献を通じて当社グループの社会的存在意義を高め

ていく経営が必要であると考えております。

また、株式会社の支配権の移転を伴う当社株式の買付提案がなされた場合に、その買付が当社グループの企業

価値・株主共同利益を高めるものかどうかを株主の皆様が適切に判断するためには、事業間のシナジー効果や当

社グループの企業価値の源泉への影響を適正に把握する必要があると考えます。

当社取締役会では、以上の要請を実現することが当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方であ

ると考えており、以上の要請を実現することなく当社株式の大量取得行為や買付提案を行う者は、当社の財務及

び事業の方針の決定を支配するものとして不適切であると考えます。

 
(2) 基本方針実現のための取り組み

当社は平成27年度からの５年間を「事業基盤の更なる強化」と「成長戦略の着手・実行」の期間と位置付け、

将来に亘り成長・社会貢献し続けるための諸施策を展開してまいります。

具体的には、①北米市場やインドネシア市場におけるCFCC事業の推進、②海外におけるインフラ整備需要を捉

えた積極的な新規マーケットの開拓、③スチールコード事業の体質転換、④国内インフラ需要の確実な補捉、⑤

成長戦略を支える財務基盤の強化、等に取り組んでまいります。

以上の取組みを通じて、当社グループでは、中長期的視点に立ち、当社グループの企業価値・株主共同利益の

向上を目指してまいります。

 
(3) 不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定を支配されることを防止する取組み

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定が基本方針に照らして不適切である者によって支配されることを防

止する取組みとして、第208回定時株主総会においてご承認を得て「当社株式の大規模な取得行為への対応策（買

収防衛策）」の導入を決議いたしました。その後、第211回定時株主総会で本プランを一部変更のうえ更新するこ

とにつきご承認いただき、第214回定時株主総会において本プランを更新することにつきご承認いただいて発効い

たしております。（以下、更新後の買収防衛策を「現行プラン」といいます。）

現行プランは、当社が発行者である株式の大量買付または公開買付を実施する場合の手続を明確化し、株主の

皆様が適切な判断を行えるよう必要かつ十分な情報と時間を確保することや買付者との交渉機会を確保すること

で企業価値・株主共同利益の維持・向上させることを目的としております。

具体的には、当社株式の発行済株式総数の20％以上となる買付または公開買付を行おうとする者（以下、「大

量買付者等」といいます。）には、事前に必要な情報を当社取締役会に提出いただき、当社取締役会が一定の検

討期間を設けたうえでこれらの情報に対し意見表明や代替案等の提示、必要に応じて大量買付者等との交渉等を

行うこととしており、これらの情報については適宜株主の皆様に情報提供を行うこととしています。

また、大量買付者等と当社取締役会から提出された情報、当社取締役会の代替案等については、当社経営陣か

ら独立した社外者のみで構成される独立委員会に提供され、独立委員会において調査・検討・審議を行い、その

結果を取締役会に勧告します。

独立委員会では、大量買付者等が現行プランにおいて定められた手続に従うことなく当社株式の大量買付等を

行う場合または当社の企業価値・株主共同利益が毀損されるおそれがあると認められる場合は、対抗措置の発動

（大量買付者が権利行使できない条件付の株主割当による新株予約権の無償割当）を取締役会に勧告することと

しています。

取締役会では、本必要情報等を検討し、独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、本対抗措置を発動するこ

とを決定することがあり、その決定内容について速やかに情報開示を行います。
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(4) 本プランの合理性

当社取締役会では以下の理由により、現行プランが基本方針に整合し当社の企業価値・株主共同の利益に資す

るものであり、かつ当社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。

①　買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること

現行プランは経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保また

は向上のための買収防衛策に関する指針」に定める三原則を完全に充足している。

②　株主意思を重視するものであること

現行プランは平成25年６月開催の第214回定時株主総会において株主の皆様のご承認を得て３年間の有効期限

を設定している。また、有効期限内においても毎年株主総会で選任される取締役を通じて廃止することができ

る（いわゆるデッドハンド型ではないこと）ことから導入・廃止とも株主の皆様の意思が反映される。

③　独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

現経営陣からは独立した社外取締役、社外監査役及び有識者をメンバーにより構成される独立委員会が、現

経営陣による恣意的運用がないかどうか監視するとともに対抗措置の発動等について独立委員会の勧告を行う

こと、独立委員会の判断の概要を含めて株主の皆様には情報開示することで現行プランが透明性をもって運営

される仕組みを構築している。

④　合理的な客観的要件の設定

現行プランは対抗措置の具体的発動要件を定めているほか、発動に際しては必ず独立委員会の判断と勧告を

経て行うこととしており、現経営陣による恣意的な対抗措置の発動を抑制する仕組みを構築している。

 
「事業等のリスク」

当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性のあるリスクは、次のとおりであります。なお、

以下の記述のうち、将来に関する事項は、本発行登録書提出日（平成27年５月22日）現在における当社グループの

判断に基づくものであります。

 
(1) 景気の動向

世界並びに日本経済の動向により、当社グループの主要需要業界であるタイヤ業界や建設業界などの活動水準

が影響を受けた場合には、当社グループの経営成績が影響を受ける可能性があります。

 
(2) 競合のリスク

当社グループの国内・海外における生産・販売活動における競争環境は厳しさを増しております。当社グルー

プでは、継続的なコスト削減と同時に新製品の開発、新規事業の展開を推進しておりますが、市場価格の低下が

当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 
(3) 原材料などの供給リスク

当社グループは主材料である線材や亜鉛・心綱等を購入しておりますが、いずれの材料も数社の仕入先に依存

しております。仕入先の業績不振、操業停止等に起因する原材料の供給停止や遅延、また世界的な需給逼迫によ

る仕入量の制約、鉄鉱石や原料炭の価格高騰に起因する鋼材価格の上昇が当社グループの財政状態および経営成

績に影響を及ぼす可能性があります。

 
(4) 海外拠点におけるリスク

当社グループは、中国、ベトナムに海外事業拠点を有しておりますが、当該国における政治・経済的混乱、疫

病・テロといった社会的混乱、法的規制などにより、当社グループの事業活動が制約される可能性があります。

 
(5) 災害・事故等の発生

当社グループの生産拠点において、地震・火災等の大規模な災害や設備事故等が発生した場合、生産活動に支

障をきたすことになり、その復旧費用を含め、当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性が

あります。
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(6) 株価の下落

当社グループは、取引先との中長期的な経営戦略を共有するために株式を保有しており、その時価が下落した

場合、当該株式について、減損処理が必要となる可能性があります。また、当社は従業員の退職給付に関して、

株価の下落により年金資産が目減りし、退職給付費用が増加する可能性があります。

 
(7) 取引先の信用リスク

当社グループは、取引先に対して様々な形で信用供与を行っており、債権の回収が不可能になる等の信用リス

クを負っております。これらのリスクを回避するため、当社グループでは取引先の信用状態に応じて、信用限度

額の設定や必要な担保・保証の取得等の対応策を講じております。しかし、取引先の信用状態の予期せぬ悪化や

経営破綻等により債権が回収不能となった場合には、当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可

能性があります。

 
(8) 固定資産の減損に関するリスク

当社グループは、多額の固定資産を所有しており、経営環境の変化などに伴う収益性の低下により投資額の回

収が見込めなくなった場合には、その回収可能性を反映させるように固定資産の帳簿価額を減額し、その減少額

を減損損失とすることになるため、当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 
(9) 訴訟などのリスク

当社グループでは、コンプライアンスの徹底に努めておりますが、法令違反等の有無に関わらず、万が一当社

グループに対する重要な訴訟等が提起された場合には、当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす

可能性があります。

 
(10) 環境リスク

当社グループは、事業活動により発生する廃棄物や有害物質等について、環境関連法令の適用を受け、適切に

処理しておりますが、今後、ＣＯ₂排出規制をはじめ、環境基準等が強化された場合には、新たな対策費用の発生

や操業停止等により、当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 
(11) 知的財産権

当社グループは、新製品開発を通じて多くの新技術やノウハウを生み出しており、これらの知的財産を特許出

願し、権利保護と経営資源としての活用を図っております。しかし、当社グループの知的財産権への無効請求、

第三者からの知的財産権侵害等が当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 
(12) 法的規制などに関するリスク

当社グループは、国内外での事業において各国の法的規制を受けており、コンプライアンス、財務報告の適正

性確保をはじめ、適切な内部統制システムを構築・運用しておりますが、将来法令違反等が発生する可能性は皆

無ではなく、また法規制等の変更により、法令遵守のための費用が発生し、当社グループの財政状態および経営

成績に影響を及ぼす可能性があります。

 
(13) 為替変動リスクについて

当社は、製品等の輸出入及び原材料の輸入において外貨建取引を行っていること並びに外貨建の資産を保有し

ていることから、急激な為替変動があった場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。
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(14) 資金調達における当社確約事項及び財務制限条項について

当社は、安定的な資金調達を目的として、金融機関との間で平成25年９月26日付シンジケートローン契約（金

額：32,269百万円、期間：平成25年９月30日から平成28年９月30日）を締結しております。当該契約には、当社

の確約事項及び財務制限条項が付されており、当該期間中、当該確約事項及び財務制限条項に抵触した場合、貸

付人から繰り上げ弁済を請求される可能性があります。

当社の確約事項及び財務制限条項における主要なものについては、以下の通りです。

（確約事項）

・１案件あたり金額５億円以上の設備投資を行う場合には、エージェント及び多数貸付人の書面による承諾を

要すること。

（財務制限条項）

・連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、直前の決算期（含む第２四半期）比75％以上かつ

連結は88億円以上、単体は56億円以上に維持すること。

・連結及び単体の損益計算書に示される経常損益及び営業損益が、各年度の決算期及び第２四半期につき２期

連続して損失とならないようにすること。

 
(15) 連結子会社が発行する種類株式の買取について

中国においてタイヤ用スチールコードの製造販売を行う当社の連結子会社である東京製綱（常州）有限公司を

保有し、その事業活動を支配・管理する当社の連結子会社である東京製綱海外事業投資株式会社が発行している

種類株式1,790百万円について、平成29年までに東京製綱海外事業投資株式会社による同種類株式の償還が完了し

ていない場合、同種類株主から買取請求を受ける可能性があり、当該請求に基づく買い取り義務を当社が履行し

た場合、当該種類株式を１株当たりその発行価額に累積未払配当金を加えた額にて買い取ることにより、当社グ

ループの財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 
第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】

 

東京製綱株式会社　本店

(東京都中央区日本橋３丁目６番２号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

　

第三部 【保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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